
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 4月 7日 第 28‐1号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         『婚活支援サイト IT ナビ』会員募集中！ 
県境を越えて独身者の婚活を支援します♪ 「ITナビ」で検索！ 

問 市民活動課（内線 133）                     ⑦ページ                  

 

            ⑪第十回特別弔慰金のお知らせ                                                                            
  
平成 27年 4 月 1日より「戦没者の遺族に対する特別弔慰金（第十回特別弔慰金）」の申請を

受け付けています。前回の国債の償還が終わった方や、受け取っていた方が亡くなった場合など

で、まだ支給対象かどうか確認をしていないご遺族の方は、問合せ窓口までご相談ください。 

特別弔慰金の趣旨 

戦後 70 年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをい

たし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支

給するものです。 

今般の法改正による特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を

年 5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。 
 
特別弔慰金の請求について 

今回の特別弔慰金請求に関わる書類は、社会福祉課および各支所福祉課窓口にてお渡ししま

す。請求の際、戸籍書類やマイナンバーなどが必要となります。必要書類をすべてそろえたうえ

で請求してください。 
 
支給対象者 

戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成 27年 4月 1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦

傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場

合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。 
 

順位 支給対象者 

1 弔慰金受給権者 

2 子 

3 

戦没者等死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、平成 27年 4月 1日現

在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない 

（1）父母 （2）孫 （3）祖父母 （4）兄弟姉妹 

4 上記 3以外の（1）父母 （2）孫 （3）祖父母 （4）兄弟姉妹 

5 
戦没者等の死亡時まで引き続き 1年以上生計を共にしていた三親等内親族 

（1）葬祭を行ったもの （2）葬祭を行っていないもの 
 
※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。 

※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。 

※状況により先順位が変わる場合もありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。 
 
支給内容 額面 25万円、5年償還の記名国債 

請求期間 平成 30年 4月 2日（月）まで 

※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注 

意ください。 

請求・問 社会福祉課（内線 157） 

笠間支所福祉課（内線 72134） 

岩間支所福祉課（内線 73171） 

 

 

          ⑫マリーゴールド・サルビアの花苗を配布します                         
  
市内を花いっぱいでうるおいのあるまちにするため、花苗を無料でお配りします。子ども会の

活動や地域コミュニティづくりにお役立てください。   

配布対象 地域の方たちと協力して花を育てていただける 5人以上の団体（子ども会、高齢者ク 

ラブ等） ※育てる場所は、市内で公共性の認められる場所に限ります。 

花苗種類 マリーゴールド〈フレンチ〉【黄】     約 40本 

                     【オレンジ】    約 40本 

     サルビア〈ボンファイアー〉          約 80本 

※配布本数については、申込団体数に応じて調整するため、変動することがあります。 

配布日 6月 3日（金） 

配布場所 笠間市教育委員会、旧笠間支所、旧岩間公民館 ※居住地区での受取りとなります。 

申込方法 ①申込用紙にて申請 

生涯学習課または各公民館にある申込用紙に記入のうえ、窓口へ提出してください。 

申込用紙は、ご連絡いただければ郵送することもできます。 

     ②電子申請 

       笠間市ホームページからお申し込みください。 

      http://www.city.kasama.lg.jp/（「申込フォーム」で検索）  

     ※お申し込みいただいた団体には、5月中旬ごろに花苗の 

配布場所、時間等の詳細について通知します。 

申込期限 4月 28日（木） 

申・問 生涯学習課（内線 385） 

 

 

携帯電話から 

      ⑬岩間工業団地テニスコートがリニューアルオープンします                     
  
施設老朽化により利用を中止していた岩間工業団地テニスコートが、4月 10日（日）からリニ

ューアルオープンします。 

この施設は、スポーツ振興くじ（toto）助成金を活用して整備され、従来のマテフレックスコ

ートから、砂入り人工芝コートへと生まれ変わりました。 

新しくなった岩間工業団地テニスコートを、ぜひご利用ください。 

施設概要 砂入り人工芝コート 全 4面 

所在地 笠間市安居 2600-31 

利用時間 午前 8時～午後 6時 

利用料金 1面 1時間 300円 

休場日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合、翌平日）、年末年始（12月 28日～1月 4日） 

申込方法 岩間海洋センターの窓口で直接お申し込みください。受付けは利用月の前月から利用 

日の 10日前までとなります。 

申・問 岩間海洋センター（笠間市押辺 2259-1） 

    ℡ 0299-45-7085 

      笠間市立病院で、日曜・平日夜間初期救急診療を行っています。 

        平日夜間 19時～21時（土曜日・祝日・年末年始を除く） 日曜日 9時～17時 

⑥ページ   ℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。） 

 


